
参考資料1

○　条項は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の該当条項による。
○ガス化改質方式、電気炉等以外の焼却施設であって、固形燃料を使用しない施設に係る基準を示す。
区分 条 項 号 省令条文

1号
自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全
であること。

3号
ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するため
に必要な措置が講じられていること。

4号
ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は
必要な設備が設けられていること。

5号 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。

6号
ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下
に浸透しない構造のものであること。

7号 焼却施設（次号に掲げるものを除く。）にあつては、次の要件を備えていること。

7号イ

法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設（同項に規定する熱回収施
設をいう。第四条の五、第五条の五の五から第五条の五の七まで、第五条の
五の十及び第五条の五の十一において同じ。）である焼却施設にあつては外
気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、そ
れ以外の焼却施設にあつては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にご
みを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられているこ
と。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。

7号ロ 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。

7号ロ(1)
燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態でごみを焼却することができるもの
であること。

7号ロ(2)
燃焼ガスが、摂氏八百度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるもので
あること。

7号ロ(3) 外気と遮断されたものであること。

7号ロ(4)
燃焼ガスの温度を速やかに（１）に掲げる温度以上にし、及びこれを保つた
めに必要な助燃装置が設けられていること。

7号ロ(5)
燃焼に必要な量の空気を供給できる設備（供給空気量を調節する機能を有す
るものに限る。）が設けられていること。
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7号ハ
燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が
設けられていること。

7号ニ

集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却するこ
とができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガス
の温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあ
つては、この限りでない。

7号ホ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度（ニのただし書の場合にあつては、集じ
ん器内で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するた
めの装置が設けられていること。

7号ヘ
焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じな
いようにすることができる排ガス処理設備（ばいじんを除去する高度の機能
を有するものに限る。）が設けられていること。

7号ト
焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定
し、かつ、記録するための装置が設けられていること。

7号チ

ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び
貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん
及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法
により併せて処理する場合は、この限りでない。

7号リ 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。

7号リ(1) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。

7号リ(2)
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、次の要件を備えているこ
と。

7号リ(2)(イ)
ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであるこ
と。

7号リ(2)(ロ)
溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにす
ることができる排ガス処理設備等が設けられていること。

7号リ(3)
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、次の要件を備えているこ
と。

7号リ(3)(イ)
焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成すること
ができるものであること。

7号リ(3)(ロ)
焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられて
いること。

7号リ(3)(ハ)
焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにす
ることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
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7号リ(4)
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつて
は、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することが
できる混練装置が設けられていること。

1号 施設へのごみの投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。

2号 焼却施設（次号に掲げるものを除く。）にあつては、次のとおりとする。

2号イ
ピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ご
みを均一に混合すること。

2号ロ

燃焼室へのごみの投入は、法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設
である焼却施設にあつては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設
にあつては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第
四条第一項第七号イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでな
い。

2号ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。

2号ニ
焼却灰の熱しやく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却
灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、
この限りでない。

2号ホ
運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇さ
せること。

2号ヘ
運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ご
みを燃焼し尽くすこと。

2号ト 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

2号チ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。
ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却
することができる場合にあつては、この限りでない。

2号リ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度（チのただし書の場合にあつては、集じん器内
で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。

2号ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。

2号ル

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるように
ごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生
抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが
適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオ
キシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この
限りでない。

2号ヲ
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録
すること。
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2号ワ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第三の上欄に掲げる
燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却
すること。

2号カ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量
又はばい煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに
限る。）を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。

2号ヨ 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。

2号タ
煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散
及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。

2号レ
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第四条第一項第七号チ
のただし書の場合にあつては、この限りでない。

2号ソ
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじ
ん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。

2号ツ
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以
上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

2号ネ
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばい
じん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。

2号フ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火
設備を備えること。

10号 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。

11号 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。

12号
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置
を講ずること。

13号
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないも
のとすること。

14号
前各号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じ、定期的に機能検
査並びにばい煙及び水質に関する検査を行うこと。

15号 市町村は、その設置に係る施設の維持管理を自ら行うこと。

16号
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置（法第二十一条の二第一項 に
規定する応急の措置を含む。）の記録を作成し、三年間保存すること。
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参考資料２

○　条項は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の該当条項による。
○ガス化改質方式、電気炉等以外の焼却施設に係る基準を示す（廃ＰＣＢ等の焼却施設に係る基準を除く。）。
区分 条 項 号 省令条文

1号
自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全である
こと。

3号
産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用す
る薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。

4号
産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のもので
あり、又は必要な設備が設けられていること。

5号 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。

6号
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとす
るために必要な排水処理設備が設けられていること。

7号
産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応
じ、十分な容量を有するものであること。

令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設（次
項に掲げるものを除く。）の技術上の基準は、第四条第一項第七号（同号ロ（１）
及び（２）並びにヌからカまでを除く。）の規定の例によるほか、次のとおりとす
る。

1号 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。

1号イ
燃焼ガスの温度が摂氏八百度（令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、千百
度）以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。

1号ロ
燃焼ガスが、摂氏八百度（令第七条第十二号 に掲げる施設にあつては、千百度）
以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。

2号

令第七条第五号 に掲げる施設及び同条第十二号 に掲げる施設（廃ポリ塩化ビフェ
ニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。）にあつては、事故時に
おける受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備
が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料
で築造され、又は被覆されていること。

1項

7号イ

法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設（同項に規定する熱回収施設をい
う。第四条の五、第五条の五の五から第五条の五の七まで、第五条の五の十及び第
五条の五の十一において同じ。）である焼却施設にあつては外気と遮断された状態
でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあつて
は外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができ
る供給装置が、それぞれ設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設
にあつては、この限りでない。
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7号ロ(3) 外気と遮断されたものであること。

7号ロ(4)
燃焼ガスの温度を速やかに（１）に掲げる温度（摂氏800度）以上にし、及びこれ
を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

7号ロ(5)
燃焼に必要な量の空気を供給できる設備（供給空気量を調節する機能を有するもの
に限る。）が設けられていること。

7号ハ
燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けら
れていること。

7号ニ

集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することがで
きる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速や
かにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りで
ない。

7号ホ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度（ニのただし書の場合にあつては、集じん器内
で冷却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設
けられていること。

7号ヘ
焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないよう
にすることができる排ガス処理設備（ばいじんを除去する高度の機能を有するもの
に限る。）が設けられていること。

7号ト
焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、か
つ、記録するための装置が設けられていること。

7号チ

ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設
備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を
溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理す
る場合は、この限りでない。

7号リ 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。

7号リ(1) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。

7号リ(2) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。

7号リ(2)(イ) ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。

7号リ(2)(ロ)
溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること
ができる排ガス処理設備等が設けられていること。

7号リ(3) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。

7号リ(3)(イ)
焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができ
るものであること。
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7号リ(3)(ロ)
焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられているこ
と。

7号リ(3)(ハ)
焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすること
ができる排ガス処理設備等が設けられていること。

7号リ(4)
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばい
じん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置
が設けられていること。

1号
受け入れる産業廃棄物の種類及び量が当該施設の処理能力に見合つた適正なものとな
るよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。

2号 施設への産業廃棄物の投入は、当該施設の処理能力を超えないように行うこと。

3号
産業廃棄物が施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに施設の運転を停
止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

4号 施設の正常な機能を維持するため、定期的に施設の点検及び機能検査を行うこと。

5号
産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずるこ
と。

6号 蚊、はえ等の発生の防止に努め、構内の清潔を保持すること。

7号
著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ず
ること。

8号
施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとす
るとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。

9号
施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置（法第二十一条の二第一項 に規定す
る応急の措置を含む。）の記録を作成し、三年間保存すること。

令第七条第三号 、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設（次項に
掲げるものを除く。）の維持管理の技術上の基準は、第四条の五第一項第二号（同号ハ
及びナからケまでを除く。）の規定の例によるほか、次のとおりとする。

1号
燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度（令第七条第十二号 に掲げる施設にあつて
は、千百度）以上に保つこと。

3号

令第七条第五号 に掲げる施設及び同条第十二号 に掲げる施設（廃ポリ塩化ビフェニル
等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。）にあつては、廃油が地下に浸透し
ないように必要な措置を講ずるとともに、第十二条の二第五項第二号の規定により設けら
れた流出防止堤その他の設備を定期的に点検し、異常を認めた場合には速やかに必要
な措置を講ずること。

2号 焼却施設（次号に掲げるものを除く。）にあつては、次のとおりとする。

2号イ
ピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均
一に混合すること。

12条の7 5項

4条の5 1項

12条の61項
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2号ロ

燃焼室へのごみの投入は、法第九条の二の四第一項 の認定に係る熱回収施設であ
る焼却施設にあつては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあつては
外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第四条第一項第七号
イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。

2号ニ
焼却灰の熱しやく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生
活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、この限りでな
い。

2号ホ
運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させるこ
と。

2号ヘ
運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃
焼し尽くすこと。

2号ト 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

2号チ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただ
し、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することが
できる場合にあつては、この限りでない。

2号リ
集じん器に流入する燃焼ガスの温度（チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷
却された燃焼ガスの温度）を連続的に測定し、かつ、記録すること。

2号ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。

2号ル

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを
焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のため
の燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものと
して環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三
月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。

2号ヲ
煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するこ
と。

2号ワ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第三の上欄に掲げる燃焼
室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。

2号カ
煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はば
い煙濃度（硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。）を六月
に一回以上測定し、かつ、記録すること。

2号ヨ 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。

2号タ
煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び
流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。

2号レ
ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第四条第一項第七号チのた
だし書の場合にあつては、この限りでない。

維
持
管
理
の
技
術
上
の
基
準

維
持
管
理
基
準
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2号ソ
ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじん又
は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。

2号ツ
ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に
保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。

2号ネ
ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん
又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。

2号フ
火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を
備えること。

5 
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愛知県廃棄物処理施設審査会議設置運営要領

（趣旨）

第１この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下

「法」という。）第8条の2第3項（第9条第2項において準用する場合を含む。）及び第15条

の2第3項（第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。）の規定に基づいて、廃

棄物処理施設の設置及び維持管理に関する計画が当該施設の周辺地域の生活環境の

保全に適正な配慮がなされたものであるかについて専門家の意見を聴くために開催す

る愛知県廃棄物処理施設審査会議（以下「審査会議」という。）の設置及びその運営に関

し必要な事項を定めるものとする。

（所掌事務）

第２審査会議は、知事の求めに応じて、法施行令（昭和46年政令第300号。）第5条の2及

び第7条の2で定める廃棄物処理施設について、法施行規則（昭和46年厚生省令第35

号。）第4条の3及び第12条の3で定める事項の調査検討を行う。

（組織）

第３審査会議は、廃棄物の処理、大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地下水などに関する

事項について専門的な知識を有する学識経験者で構成する。

２審査会議に、廃棄物の処理に関する技術的な事項について実務的な経験を有する専

門委員を置くことができる。

３構成員及び専門委員（以下「構成員等」という。）の任期は、2年とする。ただし、構成員

等が欠けた場合における補欠の構成員等の任期は、前任者の残任期間とする。

４構成員等は、再任されることができる。

（座長）

第４審査会議に座長を置き、構成員の互選によってこれを定める。

２座長は、審査会議の議事の取りまとめを行う。

３座長に事故、その他長期的にその職務を行うことができない時は、あらかじめその指名

する審査会議の構成員がその職務を代理する。

（会議）

第５審査会議は、知事が招集する。

２座長が必要と認めるときは、審査会議に構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くこと

ができる。

３座長が必要と認めるときは、審査会議に廃棄物処理施設に係る許可の申請者及び申請

関係者の出席を求め、説明をさせることができる。

４会議は、公開とする。ただし、愛知県情報公開条例（平成12年愛知県条例第１９号）第７

条により不開示とされる事項を審議する場合には、この限りではない。

参考資料３
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（会議録）

第６審査会議の議事については、会議録を作成し、会議の概要を記載しておかなければ

ならない。

２会議録の保存年限は５年とする。

（会議結果の公表）

第７審査会議の結果及び第５第４項ただし書の規定により会議を非公開とした理由につ

いては、会議の開催後速やかに、公表するものとする。

（庶務）

第８審査会議の庶務は、環境部資源循環推進課において処理する。

（雑則）

第９この要領に定めるもののほか、審査会議の運営に関して必要な事項は、座長が審査

会議に諮って定める。

附則

この要領は、平成10年6月17日から施行する。

附則

この要領は、平成11年11月15日から施行する。

附則

この要領は、平成13年10月1日から施行する。

附則

この要領は、平成14年7月1日から施行する。

附則

この要領は、平成16年7月22日から施行する。

附則

この要領は、平成17年3月1日から施行する。

附則

この要領は、平成18年4月3日から施行する。

附則

この要領は、平成18年9月30日から施行する。

附則

この要領は、平成24年８月９日から施行する。
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愛知県廃棄物処理施設審査会議構成員等名簿

（平成２９年４月１日現在）

氏 名 所属・職名 備考

青木 清南山大学法学部教授

井上隆信豊橋技術科学大学大学院工学研究科教授

岡田恭明名城大学理工学部教授

片山新太名古屋大学未来材料・システム研究所教授

田代むつみ名古屋大学未来社会創造機構特任講師

成瀬一郎名古屋大学未来材料・システム研究所教授

二宮善彦中部大学工学部教授

安田啓司名古屋大学大学院工学研究科准教授

山澤弘実名古屋大学大学院工学研究科教授

水野朝夫公益社団法人日本技術士会中部本部副本部長 専門委員

（敬称略）


